
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

二

三

一

号

内
閣
衆
質
一
八
九
第
二
三
一
号

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
合
計
特
殊
出
生
率
の
算
出
方
法
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
合
計
特
殊
出
生
率
の
算
出
方
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

人
口
動
態
調
査
に
お
け
る
都
道
府
県
別
の
合
計
特
殊
出
生
率
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
た
年
は
、
都
道

府
県
別
年
齢
別
の
日
本
人
女
性
の
人
口
を
用
い
て
算
出
し
て
い
る
が
、
同
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
年
は
、
都
道
府
県
別
年

齢
別
の
日
本
人
女
性
の
人
口
を
把
握
で
き
な
い
た
め
、
女
性
の
総
人
口
を
用
い
て
算
出
し
て
お
り
、
経
年
比
較
に
一
定
の
制

約
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

次
回
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
る
平
成
二
十
七
年
以
降
に
お
い
て
は
、
総
務
省
に
お
い
て
、
日
本
人
女
性
の
人
口
を
都
道
府
県

別
年
齢
別
に
推
計
し
、
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
年
以
降
に
お
い
て
は
、
同
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
年
に
つ

い
て
も
、
同
調
査
が
行
わ
れ
た
年
と
同
様
の
方
法
で
都
道
府
県
別
の
合
計
特
殊
出
生
率
を
算
出
し
て
ま
い
り
た
い
。


